
物　品　番　号 　警防備第３号

納　入　場　所 　兵庫県西脇市野村町１７９６番地の５０２（北はりま消防本部）

業　務　概　要 　消防用ホースの購入

北はりま消防組合

実施設計書消防用ホース購入



（起工理由）

るため購入する。

納入期限

　消防用ホースは、消火活動等により損傷しており、使用可能な消防用ホースが不足してい

　　　　　　　円

（　　　　　　　）

　　　　　　　円

（　　　　　　　）

請負額
（内消費税）

　　　　　　　円

（　　　　　　　）

概　　要内　　　訳

　　　　　　　円

（　　　　　　　）

設計額
（内消費税）

消防用ホース今回変更実施

　　円

（　　　　　　　）

　　円

（　　　　　　　）

増減額

執行方法 令和７年１２月１９日まで

消防用ホース６５ｍｍ　　　　　　　３９本

消防用ホース５０ｍｍ　　　　　　　１５本

ショートホース　　　　　　　　　　１１本



番号 数　量 単　位 単　価

1 39 本

2 15 本

3 11 本

消費税 10%

合計（小計＋消費税）

小  計

消防用ホース ５０ｍｍ×２０ｍ ＮｅｗプロファイターＡ

ショートホース ６５ｍｍ×８ｍ ＮｅｗマイティーＡ〈ａｙａ〉

内訳明細書

名　称 内　容 金額（円） 備　考

消防用ホース ６５ｍｍ×２０ｍ ＮｅｗマイティーＡ〈ａｙａ〉



消防用ホース購入仕様書 

 

北はりま消防本部（以下「消防本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要

な事項を次のとおり定める。 

 

１ 品名及び数量 

 ⑴ 消防用ホース６５ｍｍ  ３９本  

⑵ 消防用ホース５０ｍｍ   １５本 

⑶ ショートホース     １１本 

２ 納入場所 

兵庫県西脇市野村町１７９６番地の５０２（北はりま消防本部） 

３ 納入期限 

  令和７年１２月１９日（金）まで 

４ 条 件 

⑴ 消防用ホースは、日本消防ホース工業会に加盟しているメーカーの製品であること。 

⑵ 消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第

２２号)に適合し日本消防検定協会の行う型式適合評価に合格した製品とすること。 

⑶ 消防用ホースに、使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の

技術上の規格を定める省令(平成２５年総務省令第２３号)に適合し、日本消防検定協会

の行う型式適合評価に合格した製品とすること。 

⑷ 納入前６か月以内に、製造された新規製品であること。 

５ 仕 様 

  消防用ホースは、次の規格及び性能を有する製品又は同等品以上とすること。また、同

等品以上で応札する場合は、必ず質問期間中に仕様が確認できる資料を添付して質問する

こと。 

 ⑴ 消防用ホース６５ｍｍ 

   帝国繊維株式会社キンパイホース「Ｎｅｗマイティ―Ａ〈ａｙａ〉」 

 ⑵ 消防用ホース５０ｍｍ 

   帝国繊維株式会社キンパイホース「ＮｅｗプロファイターＡ」 

 ⑶ ショートホース 

帝国繊維株式会社キンパイホース「Ｎｅｗマイティ―Ａ〈ａｙａ〉」 

 ⑷ 使用圧力 

   １．６ＭＰａ 

 ⑸ 長さ 

  ア 消防用ホース６５ｍｍ  ２０ｍ 



  イ 消防用ホース５０ｍｍ  ２０ｍ 

  ウ ショートホース      ８ｍ 

 ⑹ ホース結合金具 

   軽合金製差込式リング締めとし、保護布及びホース保護リングを取り付けること。 

   なお、屋内進入、夜間活動時において結合金具が視認できるように、蓄光式の保護リ

ング又は蓄光マーク等を用いること。 

 ⑺ ホース指定色  

  ア 消防用ホース６５ｍｍ         イエロー  

  イ 消防用ホース５０ｍｍ         レッド 

  ウ ショートホース            ホワイト 

 ⑻ 保護布の長さ及び色 

  ア 保護布の長さは、次のとおりとする。 

   (ｱ) 消防用ホース６５ｍｍ        ４０ｃｍまで 

   (ｲ) 消防用ホース５０ｍｍ        ４０ｃｍまで 

   (ｳ) ショートホース           ４０ｃｍまで 

  イ 保護布の色は、次のとおりとする。 

   (ｱ) 消防用ホース６５ｍｍ        オレンジ 

   (ｲ) 消防用ホース５０ｍｍ        ブルー 

   (ｳ) ショートホース           グリーン 

 ⑼ 文字記入 

   メス金具側のジャケット表裏両面に「北はりま消防組合」、保護布に購入年度及び管

理番号を黒文字で表示する。 

   なお、塗料については、耐水性があり、容易に劣化しないものとし、事前に消防本部

担当者と打合せを行うこと。 

   文字記入の詳細は、別図「ホース文字記入例」及び別紙「購入ホース内訳表」のとお

りとする。 

６ 検査及び引渡し 

 ⑴ 本製品は、納入場所において消防本部担当者が検査を行い、検査に合格した後引渡し

を受ける。 

⑵ 検査時において指摘箇所があった場合でも、納入期限までに補修、調整が行えるよう

に、納入は十分余裕日数をもった時期とすること。 

７ 保証期間 

  本製品の保証期間は、納入完了の日から起算して１年とすること。ただし、メーカーが

定める保証期間が１年以上の場合にあっては、当該期間を保証期間とする。 

８ その他 



⑴ 納入物品に係る運送費及びその他の経費は、全て契約業者の負担とすること。 

 ⑵ この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更について

は、消防本部担当者と協議の上、決定すること。 


